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予算審査特別委員会の概要について 

（報  告） 

 

１．日  時   令和５年９月１３日（水） 

午前 ９時５７分  開 会 

午前１０時５１分  閉 会 

 

２．場  所   公会堂 第８・９・１０集会室 

 

３．出席委員   委 員 長  小比類巻 雅彦   副委員長  西 村 盛 男 

委  員  小比類巻 孝幸   委  員  下 山 光 義 

委  員  佐々木 卓 也   委  員  馬 場 騎 一 

議  長  堀   光 雄 

 

４．欠席委員   委  員  澤 口 正 義   委  員  堤   喜一郎 

 

５．説 明 員   市長 ほか 

 

６．事務局職員   事務局長  長 根 正 登  議事総務係長  白 銀 壮太郎 

主  査  中 嶋 泰 史 

 

７．案  件   議案第４５号及び議案第４６号の計２件 

 

８．会議概要 

小比類巻委員長：定刻前ですけれども、全員おそろいですので始めさせていただきますけ

れども、よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：おはようございます。 

会議に入る前に御報告いたします。堤委員、澤口委員から、本日の会議を欠席する旨の

連絡がありましたので、御了承願います。 

定足数に達しておりますので、会議は成立いたします。 

ただいまより予算審査特別委員会を開会いたします。 

本委員会には、去る９月７日の本会議において、議案第４５号及び議案第４６号の計２

件が付託されています。議案１件ごとに審査してまいりたいと思いますが、これに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：御異議なしと認めます。 

それでは、議案１件ごとに審査してまいります。 
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なお、質疑は一問一答方式でお願いいたします。 

議案第４５号令和５年度三沢市一般会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

当局の説明を願います。 

財務部長。 

吉村財務部長：議案第４５号令和５年度三沢市一般会計補正予算（第３号）の概要につい

て御説明申し上げます。 

今回の補正予算は、インフルエンザの予防接種費用の助成に要する経費の予算措置のほ

か、アイスアリーナ改修事業に伴う特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金への積立て

及び前年度の事業実績に伴う国庫負担金等の精算に要する経費の予算措置が主なものと

なっております。 

この結果、補正総額は歳入歳出ともに８億２,３４６万８,０００円の増額補正で、既定

額との累計では２５１億３,１０２万円とするものであります。 

それでは、予算書の２ページ及び３ページの第１表歳入歳出予算補正に基づき、主なも

のを歳入から御説明いたします。 

１１款の地方交付税につきましては、普通交付税として１,８４５万８,０００円を増額

しております。 

１５款の国庫支出金につきましては、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金費補助

金の増額など、総額で５億１,９２１万８,０００円を増額しております。 

１６款の県支出金につきましては、ひとり親世帯等臨時特別給付事業費補助金の増額な

ど、総額で５９７万円を増額しております。 

２０款の繰越金につきましては、前年度繰越金として２億７,７７８万２,０００円を増

額しております。 

次に、３ページの歳出の主なものについて御説明いたします。 

２款の総務費につきましては、アイスアリーナ改修事業に伴う特定防衛施設周辺整備調

整交付金事業基金費の計上など、総額で５億３,１１５万７,０００円を増額しておりま

す。 

３款の民生費につきましては、前年度の事業実績に伴う国庫負担金等の返還金の計上な

ど、総額で１億２,７０１万５,０００円を増額しております。 

４款の衛生費につきましては、インフルエンザの予防接種費用の助成に要する経費な

ど、総額で１億３,９５９万８,０００円を増額しております。 

５款の労働費につきましては、起業化支援事業費補助金として４００万円を増額してお

ります。 

６款の農林水産事業費につきましては、農業次世代育成振興費の増額など、総額で４５

５万１,０００円を増額しております。 

８款の土木費につきましては、大空ひろば管理費の増額など、総額で７６５万１,００

０円を増額しております。 

１０款の教育費につきましては、小学校営繕費の増額など、総額で８８９万１,０００

円を増額しております。 

以上が、令和５年度三沢市一般会計補正予算（第３号）の概要であります。 
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よろしくお願い申し上げます。 

小比類巻委員長：それでは、質疑を行います。 

 小比類巻委員。 

小比類巻委員：おはようございます。 

今回、非常に大規模な補正予算となっておりますけれども、ちょっと私は大規模なほう

ではなくて、内容的にちょっと分からないところがありますので、１点に絞って、質問さ

せていただきたいと思います。 

補正予算書の５５ページ。保健体育総務費のスケートボード競技需要調査補助金が７５

万円ということなのですけれども、この内容について、まずは教えていただきたいと思い

ます。 

小比類巻委員長：市民スポーツ課長。 

佐々木市民スポーツ課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

今回の補正内容でございますが、スケートボード競技需要調査をＳｋｙＰｌａｚａＭＩ

ＳＡＷＡの空き店舗に変更して実施する予定としてございます。空き店舗はスケルトンで

電気照明設備等がないため、補正の主な内容といたしましては、電気設備等設置に係る電

気工事費の増によるものでございます。 

以上でございます。 

小比類巻委員長：小比類巻委員。 

小比類巻委員：今ＳｋｙＰｌａｚａＭＩＳＡＷＡに変更するという話だったのですけれど

も、まず、当初計画から、もう最初からＳｋｙＰｌａｚａを使う話だったのか、それとも

何かの変更があってそこになったのか、その計画、当初予算との変更点というのが、全体

的な、スケートボードの、そこがあったらちょっと教えてほしいのですけれども。 

小比類巻委員長：市民スポーツ課長。 

佐々木市民スポーツ課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

ＳｋｙＰｌａｚａになった経緯でございますが、需要調査に適した候補地を元一方通行

の中央商店街の空き店舗や、建設予定の倉庫、ＳｋｙＰｌａｚａの空き店舗などの中から

検討しておりましたが、商店街の空き店舗は、修繕等に多大な経費が見込まれること、建

設予定の貸倉庫は倉庫を貸していただけると聞いておりましたが、土地所有者が倉庫建設

を中止したことにより、貸していただけるという話がなくなったこと、スカイプラザの空

き店舗は中心商店街にあり、面積も４２.６坪あり、需要調査を実施するに当たり、場

所、面積等適していること、また、補助事業の運営主体である商工会から候補地の一つに

してほしいとの申入れがあったことなど、総合的に判断したものでございます。 

また、当初予定から変更された部分は、実施場所のほか、当初計画では、開場日を土日

祝日としていたものを、それに加えて平日の２日間開場すること、利用料金は当初一般５

００円を予定しておりましたが、今年度無料として実施したい、その変更がございます。 

以上でございます。 

小比類巻委員長：小比類巻委員。 

小比類巻委員：ありがとうございます。 

 もう、利用料金ですとか運営のほうまで、ちょっと計画が進んでいるというのは、初め
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て聞いたのですけれども、私、ずっとこれ、ＳｋｙＰｌａｚａになったというお話を聞い

てから、ちょっと疑問だったのですよ。何かひっかかっている。何かというと、このス

ケートボード場の商店街への誘致と、計画というのは、去年の令和４年９月議会で、舩見

議員が一般質問で、中心商店街の、要は過疎化の問題、活性化の問題、これ、空き地・空

き店舗利用、これに、そういう子供たちのストリート系のスポーツのようなことで、子供

たちを呼び込んで、活性化につなげられないかという新しい視点の提案、これを市長が答

弁でスケートボード場を造りたいというお話の中で進む、そこがきっかけで進んでいるの

ではないかなと、私はそういうふうに理解していたのですね。ですから、空き店舗ですと

か、今人通りが少ない、ああいうところをもっとにぎわすための施策としてあったはずな

のではないのかなと思ったのですね。今の話を聞くと、どうしても商工会ですとか、そう

いう実施の組織とお話をすると、そこが使ってほしいというお話の中で進んでいると思う

のですけれども、私、まず、スケートボード、競技としてやる、遊びとかではなくて、競

技としてやる場というのが本当に必要なのか、あと、その需要状況調査というお話もあり

ましたけれども、その調査をするときに、ちゃんとそういう在り方検討委員会みたいなも

のをつくって、当事者……、当事者とは何かというと、やる子供たちとか親とか、商店街

の人たちがどういうものを望んでいるのか、空き家・空き店舗対策、それを調査した上

で、今進んでいるのか、すごくそこが疑問なのですね。実際造って、要は困っているか

ら、そこの場所を使って造った、でも、人は全然来なかったと言ったら、相当これ、計画

として、商店街にはマイナスになるのではないかなと思う。そこの進め方がすごく重要な

のではないかなと思うのですけれども、その件についてどのように捉えて進めているの

か。要は、検討をするときに、どういう人たちの意見を聞いて進めているのか。そこのと

ころ、今現在やっていることを、またこれからの計画がありましたら教えてください。 

小比類巻委員長：市民スポーツ課長。 

佐々木市民スポーツ課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

そもそもこのスケートボード競技需要調査補助金ですが、東京オリパラにおけるスト

リートスポーツの活躍によって競技の注目が高まっている中で、市内のスケートボードが

できる環境が少なく、整備の声があるものの、団体等がないことから、市民のニーズを把

握できない状況となっているために、中央商店街で、商工会が実施することになれば、付

加価値といいますか、人の流れでにぎわいの一助となったり、日米交流の可能性を模索す

ることができるということで始まった事業ですので、今までは商店街の方とかと話し合い

の場を持っておりませんが、これらのにぎわい等ができればその都度商工会と協議しまし

て、事業の継続とか、そういったものを検討していきたいと思います。 

以上でございます。 

小比類巻委員長：小比類巻委員。 

小比類巻委員：今のお話ですと、取りあえず競技までできるような施設を造っておいて、

利用実績から、要は段階的に、それをにぎわい創生につなげていくというようなお話だっ

たと理解していますけれども、やはり皆さんの話を、意見を聞きながら進めていくという

ことも必要だと思いますので、今現在、そういう計画というのは理解しましたけれども、

もう少し他方面の話を聞いて、最初から、やはりそういう施設ができるというのは、非常
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に大きな三沢市のニュースにもなりますので、ぜひ、みんなが望むような施設になるよう

に、最大限の努力をお願いいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

小比類巻委員長：ほかに。 

 下山委員。 

下山委員：私のほうからは、確認を含めて質問をさせていただきます。 

 まず最初に、総務費として、ＤＸ推進事業費６７５万９,０００円という金額が提示さ

れておりますけれども、この内容について、どういうふうな内容なのかお知らせくださ

い。 

小比類巻委員長：ＤＸ推進課長。 

伊藤総務部参事兼ＤＸ推進課長：お答えいたします。 

今回の補正で一番大きいところにつきましては、庁用備品といたしまして、キャッシュ

レス決済端末とセミセルフレジの導入といったところが一番大きいところでございます。

セミセルフレジは最近スーパーでもよく導入されておりますけれども、利用者の方が現金

を人に渡すのではなく機械に入れて計算をして、お釣りも機械から出てくるというような

機械でございます。これと連動するキャッシュレス用の端末を導入いたしまして、レジと

これを連動させまして、現金でも、キャッシュレス、いわゆるスマホでの決済とかあとは

クレジットカード、そういったものでも支払いができるようにするような設備を導入する

ものでございます。この備品と、導入するに当たりまして、どういったものをキャッシュ

レスで選択できるとか、あとはキャッシュレスの内容によって、いろんな例えば携帯会社

とか、クレジット会社とか、いろいろインターネットで接続して手続をするのですけれど

も、機械の設定作業が発生しますので、その関係で手数料として２４４万２,０００円を

計上しているところでございます。 

あとは予算書に書いてあります文書共有システムにつきましては、これはちょっと

キャッシュレスとは別でございまして、今議会のほうでちょっとパソコンで実験させてい

ただいている、既に議会で運用しているＳｉｄｅＢｏｏｋｓでございます。こちらも執行

部側としても、利用できるようにするための利用料でございます。 

以上でございます。 

小比類巻委員長：下山委員。 

下山委員：説明ありがとうございました。 

 今の説明を聞きますと、キャッシュレス決済端末機、それからセルフレジ、この導入の

ことが主な内容であると。それに、接続に係る作業、これが大きいところであるというよ

うな説明だったと思います。それに関して、このセルフレジ及びキャッシュレス端末機を

設置する場所、それはどこを予定しているのでしょうか。 

小比類巻委員長：ＤＸ推進課長。 

伊藤総務部参事兼ＤＸ推進課長：現在予定しておりますのは、市民課の窓口、それと税務

課の窓口、それと会計課の窓口となっております。 

 以上です。 

小比類巻委員長：下山委員。 



- 6 - 

下山委員：当然３台という認識でよろしいでしょうか。 

小比類巻委員長：ＤＸ推進課長。 

伊藤総務部参事兼ＤＸ推進課長：そのとおりでございます。 

小比類巻委員長：下山委員。 

下山委員：ありがとうございます。 

 要はこの機械を導入するに当たって、それはどういうふうな効果が期待できると担当課

では考えていらっしゃるのか、そこのところをお聞かせください。 

小比類巻委員長：ＤＸ推進課長。 

伊藤総務部参事兼ＤＸ推進課長：今までは現金を手計算しているのですけれども、機械が

自動で行うことになりますので、まず事務効率が図られるというところが一番大きいとこ

ろであるかなと思います。また、最近キャッシュレスに関しましても、非常に普及が進ん

でおりまして、公金でもそういう取扱いをできないのかという要望も上がっておりますの

で、これに対しても、お答えできるものかなと考えております。 

 以上でございます。 

小比類巻委員長：下山委員。 

下山委員：一番の効果としては、事務効率、それが考えられるというふうなことでありま

したけれども、市民サービスという面では、どういうふうにお考えでしょうか。 

小比類巻委員長：ＤＸ推進課長。 

伊藤総務部参事兼ＤＸ推進課長：市民の方に対しましては、やはりキャッシュレスが使え

るようになるというところが一番大きいところになるかなと思います。 

 以上でございます。 

小比類巻委員長：下山委員。 

下山委員：これに関しては、やはり非常に便利なものであるし、市民にとっても非常に

サービスになるのではないかという考えを持っておりますので、ぜひ前進させていただき

たいというふうに思います。 

 続きまして、予算書の３７ページです。雇用創造推進事業費ということで、４００万円

を計上していますが、内容についてお知らせください。 

小比類巻委員長：産業観光課長。 

中村産業観光課長：ただいまの雇用創造推進事業費について御説明いたします。 

三沢市では、雇用の創出及び産業の活性化を目指しまして、新たに起業化をされる方々

に対して、当該新規に始める事業に要する経費について、補助金を交付してございます。

補助率としては３分の２、補助額の上限が１００万円なのですけれども、今年度、８００

万円の当初予算がございましたけれども、既に８件全て埋まっておりまして、また新たな

相談等も来ている状況だったものですから、今回は第二次総合振興計画の後期計画で、起

業化を目指す起業家数を１２ということで設定してございましたので１,２００万円。そ

の差額の４００万円を補正するものでございます。 

以上でございます。 

小比類巻委員長：下山委員。 

下山委員：ありがとうございます。 
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 自分の知識としては、令和３年度では、この起業化への申込件数、これがたしか３件で

あったはずなのです。それで、令和４年度では８件になっていると。今回この４件を足し

て計１２件、予算を計上したというふうな説明であったと思いますけれども、この増えた

理由、これは担当課ではどういうふうな分析をしているのか、そこら辺をちょっとお聞か

せください。 

小比類巻委員長：産業観光課長。 

中村産業観光課長：ただいまの御指摘のとおり、令和３年度の起業化補助金については３

件ございました。ただ、制度として起業化補助金と、以前までは空き店舗の補助金もござ

いまして、以前の状況ですと、起業化補助金が３００万円、空き店舗補助金が６００万円

のトータルで９００万円の予算化をしてございましたけれども、令和元年度、２年度、３

年度ともに、店舗のほうの補助金の利用率が悪かったりしまして全てを使い切れないとい

うふうな状況があったほか、新たに店舗を構える際に、空き店舗でなければ駄目だという

ふうな規定がございまして、同じような条件なのに空き倉庫を使って店舗にしたというふ

うな場合はもらえないというふうな事情が発生したりしていたものですから、全て新たな

起業化というふうなことに、１本にまとめまして令和４年度から実施してございます。令

和４年度から、今回と同額の当初予算８００万円で措置しておりまして、令和４年度につ

いてはちょうどその８件分が終わっていたのですけれども、今年度はコロナ明けというこ

ともございまして、飲食業とかが増えた関係でもう８件分が枯渇したという状況にござい

ます。 

 以上でございます。 

小比類巻委員長：下山委員。 

下山委員：ありがとうございます。 

制度を変更したというふうな認識でよろしいのかと思います。これによって申込件数が

飛躍的に上がったとということだったと思いますので、これに関しては大変喜ばしいこと

だなというふうに自分は思っております。これからも市内の産業の活性化、そういうふう

なものを考えるのであれば、ますますこういうふうなことが必要であろうと思いますの

で、担当課に関してはこれからもより一層努力をお願いいたします。 

以上です。 

小比類巻委員長：ほかに。 

 佐々木委員。 

佐々木委員：私からは一応２件確認をさせていただきたいと思います。 

 まず、３５ページの塵芥処理費なのですけれども、今回、ごみ焼却施設管理運営業務委

託料、既定額が１億５,８２２万円とあるのですけれども、増額補正ということで６,６７

５万７,０００円、この補正が計上されておりますけれども、まずその増額補正の理由を

お聞かせいただきたいと思います。 

小比類巻委員長：清掃センター所長。 

沼田清掃センター所長：御質問にお答えいたします。 

建設中でありましたごみ焼却施設ですが、８月に完成しました。先月ですが、完成しま

した。予定当初より２か月早く完成しました。このことによりまして旧焼却施設の運営管
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理である、焼却施設及び粗大ごみ処理施設保守運転管理業務委託料を２か月短縮する減額

補正と、今度新しくできましたごみ焼却施設に関してのごみ焼却施設管理運営業務委託料

につきましては、当初では１１月に開始予定でしたが、２か月早くなりましたので、９月

から運営開始ということで増額補正しております。その差額によりまして４,９０１万９,

０００円の増額補正という内容になります。 

以上です。 

小比類巻委員長：佐々木委員。 

佐々木委員：ありがとうございました。 

 建設中のごみ焼却施設が２か月早く完成したという、それに伴う増減ということで、

４,９０１万９,０００円の増となったということで、それでちょっとごみ焼却施設の管理

運営業務委託、これは前の説明で、今年度から令和２４年までの２０年間の管理運営業務

委託料、総額で７５億９,４４０万円という数字があったと思います。前に聞いた数字な

のですけれども、今回この、それこそ２か月早まったというふうなことでのこの補正、こ

れはやはりトータルも増えていくということですか。この範囲内で、結局は動いていると

いうことなのでしょうか。その辺ちょっとお知らせいただきたいと思います。 

沼田清掃センター所長：ただいまの御質問ですが、ごみ焼却施設管理運営業務委託の契約

期間については、令和５年１１月１日から令和２５年１０月３１日が、令和５年９月１日

から令和２５年８月３１日までの２０年間の契約となります。 

 以上です。 

小比類巻委員長：佐々木委員。 

佐々木委員：分かりました。ありがとうございました。一応確認をさせていただきまし

た。 

 来年度からは、もうそれこそ決まった額で、当初でとった額で進んでいくということで

よろしいわけですね。確認します。 

小比類巻委員長：清掃センター所長。 

沼田清掃センター所長：おおむね金額に変更はありませんが、物価変動による価格指数が 

プラスマイナス１.５％以内であれば変更はありませんが、プラスマイナス１.５以上の場

合、負担の増減に変動が発生します。 

 以上です。 

小比類巻委員長：佐々木委員。 

佐々木委員：ありがとうございました。了解いたしました。 

 それでは次、３９ページをお願いしたいと思います。３９ページの農業次世代育成振興

費、農業次世代人材投資資金交付金、既定額では４５０万円、そして今回の補正で２２５

万円ということでした。その増額の理由を教えていただきたいと思います。 

小比類巻委員長：農政水産課長。 

河村経済部参事兼農政水産課長：お答えいたします。 

農業次世代人材投資資金交付金につきましては、新規就農を促すために、経営の不安定

な就農初期段階の農業者に対して、就農及び運営の資金を交付するというものでございま

す。国の補助金でございます。当初の予定といたしまして、生活支援補助金といたしまし
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て年間１５０万円なのですが、３名の方を予定しておりました。４５０万円ですが、この

うち１名の方がちょっと辞退されまして、１人減額になりました。加えて、この交付金の

中に生活支援補助金を受ける方が、同時に、機械の導入に係る補助金を受けるという制度

もありまして、補助金を受けている方の中で、１名、機械の補助も受けたいという方が申

請をされまして、その増減で２５０万円が増えたというところでございます。 

以上です。 

小比類巻委員長：佐々木委員。 

佐々木委員：ありがとうございました。 

農業従事者の拡大を目指すということで国の政策等あるわけですけれども、今理由を聞

きまして、予定した１名が減になったと。そういうようなことで、ただし機械のほうの導

入だとかということで増えたということで了解いたしました。農業従事者の拡大、これは

やはり食料の確保だとかいろんな意味で大変重要な時代であります。ということで、市の

ほうとしてもこの国の補助金をしっかりと活用しながら、どんどん利用されるように進め

ていただきたいと思います。 

以上です。 

小比類巻委員長：ほかに。 

 馬場委員。 

馬場委員：ちょっと聞きたい。５億２,０００万円の基金、アイスアリーナの。あれはも

う、これで終わりなのか。何ていうか、基金はこれ、これやったおかげでアイスアリーナ

の改修は一連を終えたのかな、ちょっとその辺を教えて。 

小比類巻委員長：市民スポーツ課長。 

佐々木市民スポーツ課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

基金の増設は、この５億２,０００万円で最終的な基金の増設の予定でございます。今

後は、この基金の増設によって予算的な裏づけができましたことから、本年の１２月議会

で、工事の契約の承認を得てから工事を実施することとしてございます。 

以上でございます。 

小比類巻委員長：馬場委員。 

馬場委員：分かりました。ありがとうございます。 

 金はもういっぱいかかるけれども、あれ非常に効果とか費用対効果、非常に何かあるの

だけれども、決めたことはやむを得ないのだけれども、これ工事は１２月に契約するので

しょう。心配するのは２５年だったか、国体だかなんだかあるのが、何年だった、アイス

アリーナを使うの。これに間に合うのですよね。もう間に合わなくてもやるにいいのだ

か、間に合うのだか、その辺をちょっと教えてください。心配していますから。せっかく

やるのだから。 

小比類巻委員長：市民スポーツ課長。 

佐々木市民スポーツ課長：アイスアリーナでは、令和８年２月に冬季大会を開催予定でご

ざいますので、そちらには間に合うような工程で進めさせていただきます。 

 以上でございます。 

小比類巻委員長：馬場委員。 
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馬場委員：分かりました。 

 ぜひ、せっかくやるのだから、今工事、いろんなのが値上がりしたり、人手不足で遅く

なっているから、絶対間に合わせるようにしてください。 

小比類巻委員長：副委員長、何かありますか。 

 副委員長。 

西村副委員長：それではせっかくの機会ですので、ちょっとまた教えていただきたいと思

います。 

 スケボーの需要調査についてです。小比類巻委員が質問されましたけれども、若干かぶ

るところもあるかもしれませんが、御容赦いただきたいと思います。私もちょっと教えて

いただきたいのですけれどもこれ、土日祝とあと平日２日開放されると、無料で開放予定

だということだと思うのですけれども、これ需要調査というのは、どういう基準というか

目標をもって成功とみなすのか、失敗とみなすのか、需要があるとみなすのか、ないとみ

なすのか。何かそういった基準というものはあるのでしょうか。 

小比類巻委員長：市民スポーツ課長。 

佐々木市民スポーツ課長：ただいまの御質問にお答えします。 

今現在、１日平均何人だから成功とか失敗とかという明確な基準はまだ定めておりませ

んが、今後愛好者の人口の推移だとか、愛好団体の設立状況とか、あとは指導者の状況と

か、あとアンケートの実施による、そういったものを勘案しまして、これから調査して、

検討していきたいと、そう思っております。 

以上でございます。 

小比類巻委員長：副委員長。 

西村副委員長：期間というのは、大体あるのでしょうか。 

小比類巻委員長：市民スポーツ課長。 

佐々木市民スポーツ課長：お答えいたします。 

今年度実施させていただいて、来年度、もう１年実施させていただいて、そのときに一

度判断したい、その後は１年ごとに検討していきたい、そのように考えております。 

以上でございます。 

小比類巻委員長：副委員長。 

西村副委員長：すみません、確認です。今年度とあと来年度、調査をして、そこで一度、

続けるのか続けないのかの判断を出すということでいいのでしょうか。 

小比類巻委員長：市民スポーツ課長。 

佐々木市民スポーツ課長：そのとおりでございます。 

小比類巻委員長：副委員長。 

西村副委員長：分かりました。 

 すみません、開放する時間は何時何時で、今のところ現状考えているのか。 

小比類巻委員長：市民スポーツ課長。 

佐々木市民スポーツ課長：お答えいたします。 

平日は午後４時から午後７時、土日祝は午後１時から午後７時の予定で調整しておりま

す。 



- 11 - 

以上でございます。 

小比類巻委員長：副委員長。 

西村副委員長：土日祝と平日の２日間……、平日はないのでしたっけ。すみません、もう

一度。ごめんなさい。 

小比類巻委員長：市民スポーツ課長。 

佐々木市民スポーツ課長：平日は火曜日、木曜日の２日間、あとは土日祝でございます。

よろしくお願いします。 

小比類巻委員長：副委員長。 

西村副委員長：分かりました。ありがとうございます。 

 この開放している間は、まだその詳細が決まっているか分かりませんけれども、指導者

の方というか、場所を仕切るような方を配置して運用していくのか。細かくて申し訳ない

のですけれども、もし現段階で分かっているのであれば。 

小比類巻委員長：市民スポーツ課長。 

佐々木市民スポーツ課長：お答えいたします。 

 開場時には常時管理者を配置する予定でございます。 

小比類巻委員長：副委員長。 

西村副委員長：管理者の方１名、そこはまだ決まっていないでしょうか。何名かというと

ころと、あとはスケボーというものを、何でしょう、スケボーもしくは危険の伴う場合も

あるかもしれませんが、そういったものに精通している方なのか、その部分をちょっと教

えてください。 

小比類巻委員長：市民スポーツ課長。 

佐々木市民スポーツ課長：お答えいたします。 

平日は１名、土日祝日は２名を配置する予定で今調整してございます。また配置する管

理者につきましては、スケートボードの知見のある方を予定しておるところでございま

す。 

以上でございます。 

小比類巻委員長：副委員長。 

西村副委員長：分かりました。 

 知見のあるというのは、そのライセンスを持っているような方なのか、もしくはただた

だスケボーが好きなお兄さんとかなのか、そこはどうなのでしょう。 

小比類巻委員長：市民スポーツ課長。 

佐々木市民スポーツ課長：お答えいたします。 

ライセンスは持っていないと聞いております。 

以上でございます。 

小比類巻委員長：副委員長。 

西村副委員長：分かりました。 

 あとはテナントというか建物に関してなのですけれども、総合的に判断して、居酒屋

が、飲食のテナントがあった場所になるようなことを伺っておったのですが、これから修

繕の工事とかをすると思うのですけれども、そもそも隣にも今飲食店があったり、商業施
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設もあったり、広さ、高さ、そういった面を含めても実際に本当に大丈夫なものなのか。

そこをちょっと教えていただきたいと思います。 

小比類巻委員長：市民スポーツ課長。 

佐々木市民スポーツ課長：お答えいたします。 

商工会と現地確認しまして、４０坪程度ございますので、設置には大丈夫ではないかと

いう判断でございます。それと飲食店等ございまして、騒音等が想定されますが、一応、

趣旨を御説明しまして、一定の理解を得ているところでございます。 

以上でございます。 

小比類巻委員長：副委員長。 

西村副委員長：すみません。私もスケボーをやったときはないので詳しくは分からないの

ですけれども、高さとか、そういったものは全く問題はないのでしょうか。ジャンプをし

たりとか。 

小比類巻委員長：市民スポーツ課長。 

佐々木市民スポーツ課長：お答えいたします。 

設置するランプとかそういったものが、基本的に滑るような、ジャンプではなくて滑る

ようなものを想定しておりますので、高さ的には大丈夫だと認識しております。 

以上でございます。 

小比類巻委員長：副委員長。 

西村副委員長：ちょっと長くなってしまうので、ここでそろそろ終わりたいと思うのです

けれども、ただ滑るだけで、スケボーをやっている子たちが満足できるのかという問題が

あると思いますし、そもそも、中心市街地の活性化を目指すのか、本当に三沢から、そう

いうニュースポーツに取り組んで、世界に羽ばたくような子供を輩出したいというところ

を目的地に置くのか、方向性というのは、私ははっきりしていないような気がしていま

す。それで、商工会の意見を聞くのも大事だとは思うのですけれども、話がちょっと飛ぶ

のですけれども、経済を助けてくださいという要望を商工会から聞くとか、いろんな要望

を商工会から聞いて、そのまま形にするというのではなくて、ここにはやはり将来を担う

子供とか実際にスケボーをやる方々の視点、意見というのを、アンケートを今後とるとい

うことですけれども、そういった方々の視点というのが現状、非常に欠けていると思って

いますし、一部の方の声を聞いて、言われたから取りあえずやっておこうみたいな、こう

いったもので我々も予算を承認した責任はあるわけですけれども、物事を進めるのは非常

によくないと私は思っております。絶対的にこれは需要調査をしながらも、三沢の可能性

を伸ばす、一つの大きな可能性を秘めているものだと思いますし、何とか成功に向かって

ほしいなと思っています。加えてスケートボードプラス、あとは結構若い方、子供たちも

ボルダリングとか、そういうニュースポーツ、いろんなニュースポーツをやりたいという

子はいらっしゃいます。そういった子たちの夢とか希望をかなえるためにも、スケボーだ

けではなくていろいろなニュースポーツ、そういった可能性も、今後、何でしょう、需要

調査ではないですけれども、そういったものも取り組めるような環境整備、そこも考えて

いただければありがたいと思っておりますので、最後は要望で終わりたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 
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小比類巻委員長：ほかにありませんね。 

質疑を終結します。 

討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：討論を終結します。 

採決します。 

議案第４５号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：御異議なしと認めます。 

よって、議案第４５号令和５年度三沢市一般会計補正予算（第３号）は、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

次に、議案第４６号令和５年度三沢市立三沢病院事業会計補正予算（第１号）を議題と

いたします。 

当局の説明を願います。 

三沢病院事務局長。 

遠藤三沢病院事務局長：それでは、議案第４６号令和５年度三沢市立三沢病院事業会計補

正予算（第１号）の概要について御説明申し上げます。 

今回の補正は、再編関連訓練移転交付金に係る建設改良費の増額と、それに伴う国庫補

助金の増額が主なものとなります。 

予算書の１ページを御参照願います。 

初めに、第２条の業務の予定量について御説明申し上げます。主要な建設改良事業につ

きましては、医療機器整備事業費４,３００万円を減額し、公衆Ｗｉ－Ｆｉ設備整備事業

費を１,３２０万円、電話交換設備更新事業費５,７７５万円、全自動錠剤分包機更新事業

費２,１７８万円をそれぞれ増額したところであります。 

次に、資本的収入及び支出について御説明申し上げます。 

資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億９,１８１万４,０００円を当年度分消費

税及び地方消費税資本的収支調整額２１０万６,０００円と、過年度分損益勘定留保資金

１億８,９７０万８,０００円で補填するものに改めるものであります。 

資本的収入では、再編関連訓練移転等交付金として国庫補助金を３,８１０万円増額し

ております。 

次に、資本的支出でありますが、建設改良費を４,９７３万円増額しております。 

以上が、令和５年度三沢市立三沢病院事業会計補正予算（第１号）の概要でございま

す。よろしくお願い申し上げます。 

小比類巻委員長：それでは、質疑を行います。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：質疑を終結します。 

討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：討論を終結します。 
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採決します。 

議案第４６号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小比類巻委員長：御異議なしと認めます。 

よって、議案第４６号令和５年度三沢市立三沢病院事業会計補正予算（第１号）は、原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

以上で、本委員会に付託された議案の審査は全て終了いたしました。 

これをもって、予算審査特別委員会を閉会いたします。 

お疲れさまでした。 

午前１０時５１分 閉会   

 

以   上 

 

委 員 長   小比類巻 雅彦   


